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1. 第４期がん対策推進基本計画に基づく

がん検診について



第４期がん対策推進基本計画（令和５年３月28日閣議決定）概要

第１．全体目標と分野別目標 ／ 第２．分野別施策と個別目標

第３．がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．感染症発生・まん延時や災害時等を見据えた対策
３．都道府県による計画の策定
４．国民の努力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し

全体目標：「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」
「がん予防」分野の分野別目標

がんを知り、がんを予防すること、
がん検診による早期発見・早期治療を
促すことで、がん罹患率・がん死亡率
の減少を目指す

「がん医療」分野の分野別目標
適切な医療を受けられる体制を充実させるこ

とで、がん生存率の向上・がん死亡率の減少・
全てのがん患者及びその家族等の療養生活の質
の向上を目指す

「がんとの共生」分野の分野別目標
がんになっても安心して生活し、尊厳を持っ

て生きることのできる地域共生社会を実現する
ことで、全てのがん患者及びその家族等の療養
生活の質の向上を目指す

１．がん予防
（１）がんの１次予防
①生活習慣について
②感染症対策について

（２）がんの２次予防（がん検診）
①受診率向上対策について
②がん検診の精度管理等について
③科学的根拠に基づくがん検診の実
施について

２．がん医療
（１）がん医療提供体制等
①医療提供体制の均てん化・集約化について
②がんゲノム医療について
③手術療法・放射線療法・薬物療法について
④チーム医療の推進について
⑤がんのリハビリテーションについて
⑥支持療法の推進について
⑦がんと診断された時からの緩和ケアの推進に
ついて

⑧妊孕性温存療法について
（２）希少がん及び難治性がん対策
（３）小児がん及びＡＹＡ世代のがん対策
（４）高齢者のがん対策
（５）新規医薬品、医療機器及び医療技術の

速やかな医療実装

３．がんとの共生
（１）相談支援及び情報提供
①相談支援について
②情報提供について

（２）社会連携に基づく緩和ケア等のがん対策・
患者支援

（３）がん患者等の社会的な問題への対策
（サバイバーシップ支援）

①就労支援について
②アピアランスケアについて
③がん診断後の自殺対策について
④その他の社会的な問題について

（４）ライフステージに応じた療養環境への支援
①小児・ＡＹＡ世代について
②高齢者について

４．これらを支える基盤
（１）全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるがん研究の推進
（２）人材育成の強化
（３）がん教育及びがんに関する知識の普及啓発

（４）がん登録の利活用の推進
（５）患者・市民参画の推進
（６）デジタル化の推進
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（人口10万対、昭和60年モデル人口）

増
加

減
少

※１ 増減は2024年と2006年の差

※２ 乳房（男）はその他に含む

が ん 対 策 と が ん の 年 齢 調 整 死 亡 率 （ 全 年 齢 ） の 推 移

• がんの年齢調整死亡率（全年齢）は低下傾向にあり、これまでのがん対策の推進により着実に成果を上げてきている。

• ピロリ菌の感染者の減少等の影響により、従来多かった胃がんが近年減少傾向である。

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（厚生労働省人口動態統計）を用いて厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課が算出
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（人口10万対、昭和60年モデル人口）
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第４期がん対策推進基本計画（令和５年３月閣議決定）分野別施策の概要
１．がん予防

（１）一次予防

【現状・課題】
⚫ 喫煙、飲酒、身体活動、食生活等の生活習慣について更なる改善が必要。
⚫ ウイルス（パピローマウイルス（HPV)、肝炎ウイルス、ヒトT細胞白血病ウイルス１型
（HTLV－１））や細菌感染（ヘリコバクター・ピロリ）は発がんに寄与するため、感染症対策
（教育・啓発やワクチン接種）が重要。

【取り組むべき施策】
⚫ 「第三次国民健康づくり運動(健康日本21(第三次))」に沿った健康運動の推進
⚫ がん拠点病院等から地域へのがん予防に関する普及啓発
⚫ ＨＰＶワクチンに係る正しい理解の促進及びと接種勧奨やキャッチアップ接種の実施
と適切な情報提供、科学的根拠に基づく子宮頸がん対策の推進

（２）二次予防（がん検診）

【現状・課題】
⚫ 男性の胃・肺がん検診を除いて50％に達していない
⚫ がん検診受診者のうち30～70%程度が受診している職域におけるがん検診は
任意であり、受診率を把握する仕組みがない。

⚫ 精密検査受診率は都道府県及びがん種による差が大きく、改善が必要である。
⚫ 十分な検証なしに指針に基づかないがん検診を実施している市町村（特別区含む）は
80％と高い状況が続いている。

⚫ より正確、低侵襲、簡便、安価な方法が提案されているが、対策型検診への導入の
プロセスが不透明かつ煩雑であることが指摘されている。

【取り組むべき施策】
⚫ 正確かつ精緻に個人単位で受診率を把握する仕組みの検討
⚫ 科学的かつ効果的な受診勧奨策の推進
⚫ 全ての国民が受診しやすい環境の整備
⚫ がん検診の意義及び必要性の普及啓発
⚫ 職域におけるがん検診の実施状況の把握、がん検診全体の制度設計について検討
⚫ 精密検査受診率の低い市町村の実態把握、都道府県による指導・助言等の取組推進
⚫ 指針に基づかないがん検診の効果検証の方法、関係学会や企業等とのマッチングを促進
する仕組みの検討、組織型検診（※）の構築

ハイリスク
飲酒者の割合
（2023年度）

男性 14.1%

女性 9.5%

望まない受動喫煙の機会を有する
者の割合 2023年 (2008年)

行政機関 2.1% (16.9%)

医療機関 2.7% (13.3%)

家庭 5.0% (13.9%)

飲食店 16.0% (62.3%)

出典：国民健康栄養調査

出典：国民生活基礎調査

がん検診受診率の推移（第４期の目標値：60%）

精密検査受診率（2022年度）（第４期の目標値：90%）

胃がん 85.2%

肺がん 82.4%

大腸がん 70.4%

子宮頸がん 77.9%

乳がん 89.5%

出典：地域保健健康増進事業報告（※）組織型検診：統一されたプログラムのもと、適格な対象集団を特定し、対象者を個別に勧奨する検診
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出典：厚生労働科学研究費補助金による研究班の調査
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※ 子宮頸がん検診、乳がん検診は過去2年
※ 胃がん検診は2016年までは40歳～69歳／１年ごとの検診間隔で算定、2019年から

は50～69歳／２年ごとの検診間隔で算定



がん検診の基本的な考え方

１．がん検診の実施主体

○ がん検診は、実施主体によって、①住民検診（※１）、②職域検診（※２）、③その他のがん検診（※３）に

区分される。
（※１）市区町村が健康増進法に基づいて努力義務として行う健康増進事業の一部
（※２）保険者や事業主により福利厚生の一環として任意で実施されるもの
（※３）人間ドックなど個人が任意で受けるもの

○ このうち①住民検診については、国は、以下の「がん検診の基本的な考え方」に基づき、推奨する検

診方法を指針（※４）において示している（指針に基づかない検診方法を用いて実施することは推奨していな

い） 。

（※４）がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（平成20年３月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知別添）

＜参考：職域検診とその他のがん検診に係る国の指針等＞

職域検診：指針（※４）を踏まえて作成したマニュアル（※５）において、科学的に推奨される検診方法を参考として示している。

その他のがん検診：国立がん研究センターが作成したガイドラインにおいて、科学的に推奨される検診方法を示している。
（※５）職域におけるがん検診に関するマニュアル

２．がん検診の基本的な考え方

○ ①住民検診におけるがん検診は、がんの「死亡率減少」を目的として対策型検診として実施すること

を国が推奨しており、国が対策型検診として推奨するにあたっては、国立がん研究センターが作成し

たガイドラインで整理された科学的知見に基づき、死亡率減少という利益が、検査の偽陽性や過剰診

断等の不利益を上回ることが明らかな検診方法を確認している。

○ その他、死亡率減少効果が明らかとなっていない検診方法のうち、がんの「早期発見」を目的とした、

個人の判断に基づく任意型検診として各実施主体において提供されているがん検診も存在する。
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指針で定めるがん検診の内容
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◼ 厚生労働省は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（平成２０年３月３１日付け健発第0331058号厚生
労働省健康局長通知別添）を定め、市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進。

種類 検 査 項 目 対象者 受診間隔

胃がん検診
問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査の
いずれか

５０歳以上

※当分の間、胃部エッ
クス線検査については
40歳以上に対し実施可

２年に１回

※当分の間、胃部エック
ス線検査については年1
回実施可

子宮頸がん検診

問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診 ２０歳代 ２年に１回

問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診

３０歳以上

２年に１回

問診、視診及びHPV検査単独法

※実施体制が整った自治体で選択可能

５年に１回
※罹患リスクが高い者に
ついては1年後に受診

肺がん検診 質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診

４０歳以上

※喀痰細胞診について
は原則として50歳以上
の重喫煙者（喫煙指数
600以上の者）のみ

年１回

乳がん検診

質問（問診）及び乳房エックス線検査（マンモグラ
フィ）

※視診、触診は推奨しない

４０歳以上 ２年に１回

大腸がん検診 問診及び便潜血検査 ４０歳以上 年１回
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がん検診の受診率の推移
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○ 胃がん検診は、指針の改定に伴い、平成28年までは40歳～69歳/１年ごとの検診間隔で算定、
令和元年からは50～69歳/２年ごとの検診間隔で算定している。

○ 肺がん、乳がん、大腸がんは40歳～69歳、子宮がん（子宮頸がん）は20歳～69歳。
○ 健診等（健康診断、健康診査及び人間ドック）の中で受診したものも含む。

 ○ 平成28年調査は、熊本県を除いたデータである。
出典：2022年国民生活基礎調査
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市区町村が実施するがん検診における精密検査受診率
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※男女計、胃がん50～69歳、子宮頸がん20～69歳、他40～69歳 10



市区町村の実施するがん検診における要精密検査者の受診状況

出典：令和５年度地域保健・健康増進事業報告
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がん予防の情報発信について

科学的根拠に基づくがん予防について、国民にとってわかりやすい普及啓発を進めるため、ホームページを作成し、

リーフレットを公開している。

が ん 予 防 に 関 す る リ ー フ レ ッ ト

※出典：厚生労働省ホームページ

が ん 予 防 に 関 す る ホ ー ム ペ ー ジ

第43回がん検診のあり方に関する検討会

令和７年４月23日（水）
資料５
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2. 職域におけるがん検診について



がん検診の受診機会について

• がん検診受診者のうち、住民検診を受診したのは約２～４割であり、残りは職域検診等を受診している。そのため、市町村

は、住民のがん検診の受診状況を十分に把握できていない。
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（40-69歳）

26.0%

53.7%

15.0%

5.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

市町村 勤め先 その他 不詳

肺がん検診を受けた（40-69歳）

28.1%

49.1%

18.2%

4.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

市町村 勤め先 その他 不詳

大腸がん検診を受けた（40-69歳）

34.3% 32.8%
28.0%

5.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

市町村 勤め先 その他 不詳

子宮頸がん検診を受けた（過去2年）

（20-69歳）

35.6% 36.7%

23.1%

4.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

市町村 勤め先 その他 不詳

乳がん検診を受けた（過去2年）

（40-69歳）

出典：令和４年 国民生活基礎調査

第43回がん検診のあり方に関する検討会

令和７年４月23日（水）

資料２
（一部改）

注) 設問が複数選択可であるため、最大３%程度、同一人物が複数回答している
14



職域におけるがん検診に関するマニュアル

●職域におけるがん検診は、国民に受診機会を提供するという意味でも、我が国のがん対策において、非常に
重要な役割を担っている。しかし、職域におけるがん検診は法的根拠がなく、検査項目や対象年齢等、検診の
実施方法は様々である。

●そのため、職域におけるがん検診を効果的に行うため、平成30年3月に「職域におけるがん検診に関するマ
ニュアル（以下、「マニュアル」という）」を作成し、公表した。

●マニュアルでは、「精密検査が必要と判定された受診者が実際に精密検査を受けるよう、事業者や検診実施
機関が当該受診者を促す」ことを記載している。

本マニュアルは、がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となって いる現状に鑑み、職域におけるがん検診の実施に関
し参考となる事項を示し、 がんの早期発見の推進を図ることにより、がんの死亡率を減少させること等を目的とする。

目 的

がん検診の実施に当たっては、科学的根拠に基づく検診を、適切な精度管理の下で実施することが重要である。このため、検

診実施機関、保険者及び事業者は、職域におけるがん検診の実態の把握に努めることが望ましい。
保険者及び事業者が、がん検診の精度管理を行う際には、別添の「精度管理のためのチェックリスト」等により、がん検診受

診率、要精検率、精検受診率、がん発見率等の「がん検診の精度管理指標」（表２）に基づく評価を行うことが望ましい。

Ⅳ.がん検診の精度管理

１．適切ながん予防の促進
（２） 事業者と産業医、検診実施機関の連携

事業者が産業医を選任している場合においては、労働者の健康管理等を行うために、事業者は産業医と連携することが考えら
れる。一方、産業医が選任されていない場合においては、健康情報の取扱いに留意した上で、精密検査が必要と判定された受診
者が実際に精密検査を受けるよう、事業者や検診実施機関が当該受診者を促す等、事業者と検診実施機関が連携することが考え
られる。

Ⅵ．その他

15



3. がん検診の一体的把握について



市区町村における住民の職域等がん検診受診の把握状況

事 業 所 や 被 用 者 保 険 の 保 険 者 で 実 施 さ れ る

が ん 検 診 （ 職 域 等 が ん 検 診 ） の 受 診 の 有 無 の 把 握

市区町村数 ％

全ての対象者について個人毎に把握した 96 5.5％

一部の対象者について個人毎に把握した 256 14.8％

無記名のアンケート調査等で割合として把握した 14 0.8％

把握していない 1,328 76.5％

その他 41 2.4％

合計 1,735

市区町村数 ％

職域等がん検診受診者の結果を収集している 61 3.5％

職域等がん検診受診者の情報収集について
関係各所と協議中・準備中（実施は確定）

9 0.5％

検討中（実施は未定） 151 8.7％

検討していない 1,514 87.3％

合計 1,735

市区町村数 ％

がん検診の実施主体 42 68.9％

がん検診受診者本人からの報告 15 24.6％

その他 10 16.4％

市区町村数 ％

検診結果 59 96.7％

精密検査受診の有無 34 55.7％

精密検査結果
（発見がんの有無や進行度、治療情報など）

30 49.2％

職 域 等 が ん 検 診 の 検 診 結 果 等 の

個 別 の 情 報 収 集 の 取 組 状 況

（Ｎ＝61）

出典：令和６年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査 全国集計

（Ｎ＝61）

調査方法 令和６年10月に都道府県を通じて市区町村に調査回答を依頼

対象時期 令和５年度のがん検診事業

職 域 等 が ん 検 診 の 検 診 結 果 等 の 収 集 元

（ 複 数 選 択 可 ）

職 域 等 が ん 検 診 の 受 診 者 か ら 収 集 し た

情 報 の 種 類 （ 複 数 選 択 可 ）

17



がん検診情報の把握に係る自治体の取組について

福井県高浜町

年度当初に、住民検診（特定健診、骨粗鬆症検診を
含む）の受診について希望調査票を世帯単位で送付
して、対象者の受診希望日等を確認している（対象
者が返信用封筒で返送）。令和６年度からは二次元
コードを用いてWebからの回答も可能としている。

把 握 の 方 法

住 民 の 回 答 項 目

収 集 の 状 況

高浜町の令和６年度健診・がん検診等希望調査票

住民検診を受けないと回答した者について、受けな
い理由を把握できるように選択式の質問項目を設け、
「職場で受けている」という選択肢を定めている。
また、選択項目の「④その他」の回答者については、
過去の受診歴等を考慮し、優先度を決めて受診勧奨
を実施している。

コロナ禍前は返信用封筒による回答以外に、町の健
康推進委員が直接調査票を回収しており、約8割の回
収率であった。コロナ禍以降は、調査票送付及び返
信用封筒による対応のみとしたが、約7～8割の回収
率を保っている。

18

第43回がん検診あり方検討会

令和７年４月23日
資料２



第１・第２ （略）
第３ がん検診
１ 総則
（１） （略）
（２）実施体制

がん検診の実施体制は、次のとおりとする。
① （略）
② 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、当該市町村の区域内に居住地を有する者の職域等がん検診（市町村が健康増進事業として実施するがん検診以外
のがん検診であって、２から７までに規定する検診項目（３に規定するHPV検査単独法を除く。）によるものをいう。以下同じ。）の受診状況（以下「職域等が
ん検診情報」という。）を把握し、職域等がん検診情報も踏まえた適切な受診勧奨及び精密検査勧奨に努めること。なお、把握する職域等がん検診情報の具
体的な項目は様式例１から５までを参照することとし、把握に当たっては電子的な方法を用いる等、市町村の実態に応じて、効率的な実施に努めること。
③～⑦ （略）

（３） （略）
（４）実施回数等

①・② （略）
③ （中略） 各検診の受診率は、職域等がん検診の受診者を含む受診者数又は含まない受診者数のそれぞれについて、以下の算定式により算定する。

＜１年に１回の場合＞
受診率＝（当該年度の受診者数）／（当該年度の対象者数）×１００

＜２年に１回の場合＞
受診率＝（（前年度の受診者数）＋（当該年度の受診者数）－（前年度及び当該年度における２年連続受診者数））／（当該年度の対象者数＊）×１００
＊対象者数は、年１回行うがん検診の場合と同様の考え方で算定する。

＜５年に１回の場合（HPV検査単独法による子宮頸がん検診）＞
受診率＝（当該年度及び過去４か年度の間にHPV検査単独法による子宮頸がん検診を１度以上受診した者の数＊）／（当該年度の対象者数＊＊）×１００
＊追跡検査のみの受診者は除く。
＊＊対象者数は、年１回行うがん検診の場合と同様の考え方で算定する。

④ （略）
（５）・（６） （略）
２～８ （略）

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の一部改正

19

以下のとおり指針を令和７年７月１日付で一部改正した（令和８年４月１日施行）。

第44回がん検診のあり方に関する検討会

令和７年６月23日

資料１
一部改変



指針改正後のフロー

20

受診対象者

①-1 受診勧奨

② 受診

③ -1結果通知

③-2 結果送付

健康管理
システム

④-3結果閲覧

ⅰ 受診勧奨

医療機関

ⅱ 受診

ⅲ-1 結果通知

④-1 結果
入力

○ 職域等がん検診情報を事前に確認することで、

① 職域等がん検診を含めた正確な受診率等の把握により、より適切な受診率向上の取組や精度管理が可能になる。

② 適切なタイミング・対象者に対する受診勧奨により不要な受診を防ぎ、効率的に受診勧奨を行うことができる。

③ 職域等がん検診での要精検未受診者に対する受診勧奨により、早期発見・早期治療につながる。

ⅲ-２ 結果送付

職
域
等
が
ん
検
診

住
民
検
診

⑥ 精検受診⑤ 精検勧奨・受診再勧奨

自治体
中間サーバ

④-2 
副本登録

⑨ 精検結果報告

①-2 職域等がん検診情報

第44回がん検診のあり方に関する検討会

令和７年６月23日
資料１



導入スケジュール

21

がん検診情報の一体的な把握に係る制度改正は、自治体検診DXの状況も考慮しながら、以下のスケジュールで導入予定。

年度 R7 R8 ・・・ R11以降

一体的把握

市町村において住民の
職域等がん検診情報を

把握し、
勧奨/再勧奨に活用する

自治体システム標準化
（※）

・・・市町村の基幹システムを
標準化することにより
事務負担の軽減を図る

自治体検診DX

PMHを活用し
住民の受診負担や

市町村・医療機関における
事務負担の軽減を図る

指
針
改
正
に
向
け
た

検
討

PMHモデル事業

本
格
実
施

指
針
改
正

本人同意のもと正確な受診状況等を市町村が把握する仕組みの検討

事
業
報
告
様
式
改
正

PMHモデル事業
令和11年度以降の
本格実施について
検討を進める。

健
康
管
理
シ
ス
テ
ム

標
準
仕
様
書
4.

1

版
改
版

適
合
基
準
日

市町村における健康管理システム改修

（※）健康管理システム標準仕様書1.1版に適合した標準準拠システムに令和７年度末までに移行することを目指すとされている。
一部の機能については、移行後の実装等を可能にする経過措置を設ける。

第44回がん検診のあり方に関する検討会

令和７年６月23日

資料１
一部改変



がん検診情報の一体的な把握の目指す姿（イメージ）

22

○ 職域等がん検診情報について、本人同意のもと正確な受診状況等を市町村が把握する仕組みの構築を検討する。

○ 仕組みの構築に当たって現時点で想定される課題は以下のとおり。

・医療機関が報告する検診結果について、住民検診における様式と職域等がん検診における様式に差異があり、統一的なデー

タ処理ができないこと

・職域等がん検診で実施された検診結果を電子的に本人に送付するための仕組みが必要であること

職
域
等
が
ん
検
診

住
民
検
診

受診対象者

② 受診案内
＋問診票の送付

④ 受診

⑤ 検診結果登録

健康管理
システム

ⅰ 受診案内

医療機関

ⅱ 受診

ⅲ-1 結果通知

※結果入力
不要

自治体検診
ＰＭＨ

① 対象者登録

⑥-2 結果連携

⑧ 精検受診

本人
同意

⑥-1 検診結果通知

⑨ 精検結果報告

ⅲ-2 結果送付

③職域等がん検診情報＋
（対象者のみ）問診票 登録

本人同意のもと
職域等がん検診の正確な受診状況等を連携

⑦ 精検勧奨・受診再勧奨

自治体
中間サーバ

⑥-3 結果閲覧

第44回がん検診のあり方に関する検討会

令和７年６月23日

資料１
一部改変



4. 「攻めの予防医療」とがん検診



「強い経済」を実現する総合経済対策
～ 日 本 と 日 本 人 の 底 力 で 不 安 を 希 望 に 変 え る ～ （ 令 和 7年 1 1月 2 1日 閣 議 決 定 ）

24

（出典）内閣府HP 経済対策等 : 経済財政政策 - 内閣府

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html


「強い経済」を実現する総合経済対策
～ 日 本 と 日 本 人 の 底 力 で 不 安 を 希 望 に 変 え る ～

政 策 フ ァ イ ル 2 0 2 5年 1 1月 内 閣 府 特 命 担 当 大 臣 （ 経 済 財 政 政 策 ）

25



「強い経済」を実現する総合経済対策
～ 日 本 と 日 本 人 の 底 力 で 不 安 を 希 望 に 変 え る ～ （ 令 和 7年 1 1月 2 1日 閣 議 決 定 ） （ 主 な 箇 所 抜 粋 ）

26

（３）健康医療安全保障の構築
（「攻めの予防医療」等の推進）
（略）
科学的根拠に基づくがん検診の受診率向上に向けた取組を進める。具体的には、精密検査未受診

者への個別勧奨を更に徹底するとともに、他のがん種に比べて精密検査受診率向上の余地のある大
腸がん・子宮頸がんを中心に、普及啓発等を進める。

施策例
・科学的根拠に基づくがん検診の効果的な受診勧奨・受診率向上等の取組（厚生労働省）

第２章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策
第２節 危機管理投資・成長投資による強い経済の実現

５．未来に向けた投資の拡大



科学的根拠に基づくがん検診の推進について

27

◆第４期がん対策推進基本計画における①「がん検診受診率60％」、②「精密検査受診率90％」の目標達成に向けて、以下

のとおり取り組んでいく。特に、精密検査受診率の向上を最優先で取り組む。

実 施 す る こ と

①「がん検診受診率60％」に向けた取組

・未受診者への個別勧奨を更に徹底する。
・メディアとのコラボ（メディア・市区町村等と連携し、全国一斉に受診勧奨を行うなど）を進める。

②「精密検査受診率90％」に向けた取組

・精密検査の重要性を普及啓発する資材を開発し、精密検査対象者に周知する。
・未受診者への個別勧奨を更に徹底する。（再掲）
・メディアとのコラボ（メディア・市区町村等と連携し、全国一斉に受診勧奨を行うなど）を進める。（再掲）
・職域検診において、保険者が精密検査対象者への受診勧奨等を積極的に行えるよう、科学的根拠に基づくがん検診
の支援のあり方を検討する。
・職域においても科学的根拠に基づくがん検診の、精密検査の受診状況等の実態把握を進める。

現 状 （ こ れ ま で ）

◆令和４年段階でのがん検診（※）の受診率は、全国で43～53％。また、市区町村の実施するがん検診における精密検査の

受診率は、70～90％。

（※）胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頚がん、乳がん

◆第４期がん対策推進基本計画において、令和10年までに①「がん検診受診率60％」、②「精密検査受診率90％」という

目標（※）を掲げている。目標達成に向け、 ①②それぞれについて以下を実施してきた。 ※令和10年までの達成目標

①対象者一人一人への個別受診勧奨・再勧奨の推進や、子宮頸がん検診・乳がん検診の受診クーポン券の配布等に対

する支援、「受診率向上施策ハンドブック（自治体の好事例紹介）」の活用促進

②市区町村における対象者一人一人への個別受診再勧奨の推進



がん検診精密検査の受診勧奨資材を用いた受診勧奨の徹底について

・精密検査の更なる受診率向上に向けて、ソーシャルマーケティングを活用した効果的ながん検診受診勧奨資材の
開発を実施している「希望の虹プロジェクト」に協力を依頼して資材を共同で発行し、各都道府県あて事務連絡を
発出済み。

・各自治体において、がん検診受診者のうち要精密検査となった者に対して精密検査の受診勧奨・再勧奨の徹底に
取り組んでいただくとともに、本資材をご活用いただきたい。

・さらに、職域においても、本資料を活用し、精密検査の受診勧奨・再勧奨が徹底されるよう、都道府県において設
置されている地域・職域連携会議等の場で、情報提供いただきたい。

28

男
性
用

女
性
用

【胃エックス線検査】 【胃内視鏡検査】 【胸部エックス線検査】 【便潜血検査】

【乳房エックス線検査】
（マンモグラフィ）

【細胞診検査】

●がん種別の精密検査受診勧奨資材を作成。
（10種類）
●がん検診の検査項目・性別毎にメッセージ
を記載。

●活用の際には、
「希望の虹プロジェクト」
にお申し込みください。



令和７年度 厚生労働省補正予算案のポイント
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科学的根拠に基づくがん検診の推進

科学的知見に基づくがん検診の推進のため、精密検査対象者に対する効果的な受診勧奨の推進と、精密検査未受診者に対する

再勧奨の徹底に加えて、特に他のがん種に比べて精密検査受診率向上の余地のある大腸がん・子宮頸がんを中心に検診受診に関

する普及啓発等を推進することで、早期がんの段階で治療につなげ、がんによる死亡者の減少を図る。

令和７年度補正予算要求額 5.4億円

〇 これまで、自治体に対し、個別の受診勧奨・再勧奨、子宮頸

がん・乳がん検診初年度のクーポン券などの配布、精密検査未

受診者に対する受診再勧奨等に必要な経費に対する補助を行っ

ている。（補助率 １/２）

〇 精密検査対象者に対する効果的な受診勧奨の実施や精密検査

未受診者に対する再勧奨を徹底するため、補助の対象となる経

費の充実をはかる。

新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業
の充実

〇 新たに科学的な有効性が確認された重喫煙者に対する低線量

CTによる肺がん検診を、市町村で実施するがん検診のメニュー

への円滑な導入を目的として、令和７年度厚生労動科学研究事

業において肺がんCT検診の体制整備のためのマニュアルを作成

している。

○ 当該マニュアルに基づき、導入に向けた自治体の運用上の課

題の整理や実施可能な改善策について検討し、好事例をまとめ

るための事業を創設する。

重喫煙者に対する低線量CTによる肺がん検診実証事業
の創設

がん検診推進事業 の創設

受診勧奨資材（例）

横浜市の事例

〇 科学的根拠に基づくがん検診の推進を目的として、以下の取組

等を行うことで、がん検診の精密検査受診率向上を目指す。

・精密検査受診率の見える化；

精密検査受診率をがん毎に見える化し、自治体等の取組を促す。

・精密検査の重要性を伝える資材の作成；

精密検査の重要性を知らしめる受診勧奨資材を作成し、自治体

での活用を推進する。

・メディアとのコラボレーション；

メディア・自治体等と連携し、全国一斉に受診勧奨を行う。
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今後予定している事業イメージ

課題の発見・気づき 課題解決に向けたアクション

がん検診データ・課題の見える化

がん検診等関連データ（都道府県/市町村）の見える化
＋都道府県向け研修会
＋モデル都道府県（10箇所）の市町村への支援

＜データ項目＞（例）
・死亡率・罹患率
・検診がん種の早期がん割合
・がん検診受診率
・精密検査受診率、未受診率、未把握率 等

課題に応じた取組の推進

個別受診勧奨・再勧奨の徹底
受診勧奨資材等の活用

＜取組＞（例）
・がん検診受診率が低い：受診率が低い年代層への

個別受診勧奨・再勧奨の徹底
・精密検査受診率が低い：精検受診再勧奨
・精検未受診者が多い：精密検査啓発資材の活用
・精検未把握が多い：把握方法の見直し・検討
・地域職域連携が不足：職域の検診・精検の促進

がん検診に関するリテラシーの向上

がん検診についての正しい情報を提供
メディアとのコラボ・国民運動としての啓発

＜取組＞（例）
・メディア・市区町村と連携した、全国一斉の受診勧奨
・啓発用CM（TV・ネット広告）の作成・広報
・9月の「がん征圧月間」、10月の「がん検診受診率向上に向けた集中キャンペーン」に合わせ、がん検診受診国民運動と
して普及啓発

・自治体、職域において活用可能な精密検査受診勧奨資材の掲載、等

がん検診ポータルサイトの開設・運営（自治体・職域等・国民向け）

がん検診
受診率

60％

精密検査
受診率

90％

目標

◆第４期がん対策推進基本計画における①「がん検診受診率60％」、②「精密検査受診率90％」の目標
達成に向けて、以下、都道府県・市町村を支援する取組を予定している。

＜事業イメージ（例）＞
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2021年4月1日

＜ご参考＞

厚生労働省 がん対策情報

https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuite /

bunya/kenkou_iryou /kenkou/gan/index.html

ご清聴ありがとうございました

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/index.html
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